
～お願い～

【記入の手順】

　①農業(米など)の収入金額を計算する・・・「農業所得収支内訳書」の≪収入の欄≫

　②免税牛の収入金額を計算する・・・・・・「免税牛に係る所得計算書」３ページ

　③必要経費を記入する・・・・・・・・・・「免税牛に係る所得計算書」２ページ
　　※「農業所得収支内訳書」の≪経費の欄≫は記入不要です。

　令和　　年分

免税牛に係る所得計算書
（美里町申告相談用）

・この計算書は１月１日～１２月３１日分までの収入と支出を記載してください。
・この収支内訳書は申告相談前までに記入を済ませて申告相談窓口にお持ちください。
・収支内訳書の記入がお済みでない場合は、受付ができませんのでご注意ください。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　
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免税牛固有の経費（イ）免税牛以外の経費（ロ） 共通の経費（ハ）

雇 人 費 円 円 円 円

小作料・借地料 円 円 円 円

減 価 償 却 費 円 円 円 円

租 税 公 課 円 円 円 円

種 苗 費 円 円 円 円

素 畜 費 円 円 円 円

肥 料 費 円 円 円 円

飼 料 費 円 円 円 円

農 具 費 円 円 円 円

農 薬 ・ 衛 生 費 円 円 円 円

諸 材 料 費 円 円 円 円

修 繕 費 円 円 円 円

動 力 光 熱 費 円 円 円 円

作 業 用 衣 料 費 円 円 円 円

農 業 共 済 掛 金 円 円 円 円

荷造運賃手数料 円 円 円 円

土 地 改 良 費 円 円 円 円

集荷円滑化対策拠出金 円 円 円 円

農 作 業 委 託 費 円 円 円 円

車 検 代 円 円 円 円

任 意 保 険 掛 金 円 円 円 円

円 円 円 円

雑 費 円 円 円 円

合 計 円 Ａ　　　　　 　 円 円 Ｂ　　　　　　　円

免税牛（措置法２５条）に係る所得計算書〔白色申告用〕

合　計
（イ＋ロ＋ハ）

科 目

【１】 まず、農業全体にかかった経費を、それぞれの費目ごとに「免税牛固有の経費」、
　　　「免税牛以外の経費」、「共通の経費」の３項目に按分して記入してください。
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　【２】　免税牛の売上割合を求めます。

免税牛のみの売上 円

農 業 の 総 売 上 円

　【３】　免税牛に係る経費を計算します。

共通の経費 免税牛売上割合

Ｂ　　　　　　円 × Ｃ　　　　　　％ ＝

Ａ　　　　　　円 ＋ Ｄ　　　　　　円 ＝

　【４】　免税牛に係る専従者控除を計算します。

専従者控除額 免税牛売上割合

円 × Ｃ　　　　　　％ ＝

　【５】　免税牛に係る所得を計算します。

免税牛売上 免税牛の期末棚卸高 収　入　計

円 ＋ 円 ＝ Ｇ　　　　　　円

免税牛に係る経費 免税牛の期首棚卸高 繁殖用牛の育成費

Ｅ　　　　　　円 ＋ 円 － 円 ＝

収　入　計 経　費　計 専従者控除額

Ｇ　　　　　　円 － Ｈ　　　　　　円 － Ｆ　　　　　　円 ＝

Ｈ　　　　　　　　　円

円

経　費　計

免税牛所得

＝ Ｃ　　　　　　　％

　　○　共通の経費のうち免税牛に係る経費

　　○　免税牛固有の経費：左表Ａの金額を転記してください。 Ａ　　　 　　　 円

Ｄ　　　　　　　　円

Ｅ　　　　　　　　円

Ｆ　　　　　　　　円

免税牛に係る経費

免税牛に係る専従者控除額
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【減価償却費の欄】

名　称 購入・処分の区分 購入月・処分月 購入金額 事業使用割合

例：軽トラック 購入・処分 令和〇〇年１１月 1,200,000 円 ８０ ％

購入・処分 　　  年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

購入・処分       年　　月 円 ％

※　新たに減価償却を行う資産は、農機具・農業用の車両・建物等で、金額が１０万円以上の
　ものを記入してください。（合計が不明の場合は、空欄でかまいません）

（例）
・ 農業全般に使用するもの・・・トラクター、軽トラック、ロータリーなど。

・ 免税牛のみに使用するもの・・・ベーラー、ハーベスター、モーアなど。
・ 免税牛以外に使用するもの・・・田植機、コンバイン、乾燥機、もみすり機など。

※ これからも、次年申告に備えて、日頃から収入・経費の領収書等を大切に保管して
　 おきましょう！

【問い合わせ先】

　美里町役場　税務課　町民税係

　電話：０９６４－４６－２１１２
（直通）

新たに減価償却を行う資産及び処分した資産について記入
してください。

農
業
全
般

経費にすることができる減価償却費の合計（耐用年数と月額で計算） 円

経費にすることができる減価償却費の合計（耐用年数と月額で計算）

免
税
牛
の
み

免
税
牛
以
外

経費にすることができる減価償却費の合計（耐用年数と月額で計算） 円

円
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